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蝦
夷

の
呼
称

･表
記
を
め
ぐ

る
諸

問
題

-

第
E
[回

神
武
紀
歌
謡
に
お
け
る

｢愛
瀦
詩
｣
の
考
察

は
じ
め
に

(-
)

本
講
座
は
､
こ
れ
ま
で
次
の
よ
う
に
話
を
進
め
て
き
た
｡

第

一
回
で
は
､
普
段
､
教
科
書
や
本
な
ど
で
い
わ
ゆ
る
蝦
夷
と
さ
れ
て
い
る
人
々

(古
代

～
中
世
の
東
北

･
北
海
道
の
住
民
)
に
は
､
文
献
上
さ
ま
ざ
ま
な

〔呼
称
〕

(訓
読
･音
読
す
る
際
の
呼
び
名
)
と
さ
ま
ざ
ま
な

〔表
記
〕
(ど
の
よ
う
な
漢
字
で

表
現
さ
れ
て
い
る
か
)
が
あ
る
こ
と
､
そ
し
て
そ
の
呼
称
と
表
記
に
関
し
て
さ
ま
ざ

ま
な
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
見
た
｡
過
去
の
数
多
-
の
研
究
は
個
々
は
す
ぐ

れ
た
も
の
で
あ

っ
た
が
､
必
ず
し
も
系
統
的
で
は
な
-
､
ま
た
研
究
者
間
で
呼
称
と

表
記
と
を
混
用
し
て
い
る
ケ
ー
ス
が
多
-
､
議
論
が
か
み
あ

っ
て
い
な
い
点
も
わ
か

っ

た

｡

た

だ
､
そ
の
研
究
史
を
整
理
し
､
問
題
点
を
整
理
し
て
い
-
中
か
ら
､
呼
称

と
表
記
を
分
析
す
る
こ
と
で
､
北
海
道

･
東
北
史

へ
の
新
た
な
切
り
込
み
が
で
き
そ

う
な
展
望
も
持
つ
事
が
で
き
た
｡

第

一
回
め
の
研
究
史

･
問
題
点
整
理
を
受
け
て
､
第
二
回
と
第
三
回
は
､
呼
称

･

表
記
の
う
ち
の
表
記
に
し
ぼ
り
､
そ
の
主
要
な
も
の
の
変
遷
を
見
た
｡
即
ち
､
第
二

回
は
九
世
紀
以
前
の
表
記

｢夷
｣
の
意
味
の
変
化
に
つ
い
て

(表
記

｢蝦
夷
｣
と
の

関
連
も
含
め
)
考
え
､
第
三
回
は
十
世
紀
以
降
の

｢蝦
夷
｣

表
記
と

｢停
囚
｣

表
記

荒

木

陽

一
郎

に
つ
い
て
､
そ
れ
ぞ
れ
考
察
を
加
え
て
み
た
｡

今
回
､
第
四
回
は
､
第
二
回

･
第
三
回
と
少
し
視
点
を
変
え
､
呼
称

(特
に
エ
ミ

シ
)
に
つ
い
て
､
そ
の
由
来
を
め
ぐ
る
論
争
に
､

一
つ
の
問
題
を
投
げ
か
け
た
い
｡

そ
し
て
､
次
回

(第
五
回
)
は
､
第
二
回

･
第
三
回
の
前
史
に
あ
た
る
表
記

｢蝦

夷
｣

｢毛
人
｣
の
起
源
を
考
え
た
い
｡
あ
わ
せ
て
､
今
回

(第
四
回
)
考
察
の
対
象
と

し
た
呼
称

エ
ミ
シ
や
呼
称
エ
ゾ
な
ど
の
起
源
の
問
題
に
も
ふ
れ
､
で
き
れ
ば
､
表
記

の
起
源
と
呼
称
の
起
源
と
を
リ
ン
ク
さ
せ
ら
れ
れ
ば
-
と
思

っ
て
い
る
｡

な
お
､
こ
れ
ま
で
と
同
様
､
史
料
に
見
ら
れ
る
表
記
は

｢

｣
を
つ
け
て
書
き
､

言
葉
の
発
音

(呼
称
)
は

″
エ
ミ
シ
″
の
よ
う
に
片
仮
名
で
書
-
こ
と
に
す
る
｡
そ

れ
以
外
の

｢
｣

の
つ
か
な
い

″蝦
夷
″
は

一
般
的
な
意
味
で
用
い
て
い
る
こ
と
を

お
こ
と
わ
り
し
て
お
く
｡
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一

間
題
の
所
在

″
エ
ミ
シ
″
と
い
う
呼
称
の
最
古
の
例
は
､
『日
本
書
紀
』
神
武
天
皇
即
位
前
紀
戊

午
年
十
月
条
の

愛
滞
詩
烏

批
優
利

毛
々
那
比
苔

比
苔
破
易
陪
廼
毛

多
牟
伽
批
毛
勢
儒



の

｢愛
滞
詩
｣

で
あ
る
｡
意
外
な
こ
と
か
も
知
れ
な
い
が
､
こ
の

｢愛
瀦
詩
｣
が
記

紀
で
は
古
訓
を
除
い
て
､
唯

一
明
ら
か
な

″
エ
ミ
シ
″

呼
称
例
で
も
あ
る
｡

こ
れ
ま
で
我
々
は
､
｢蝦
夷
｣

な
り

｢夷
｣

な
り
の
表
記
を
エ
ミ
シ
と
呼
称
す
る
こ

と
に
､
あ
ま
り
疑
い
を
持

っ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
に
感
じ
る
｡
し
か
し
､
そ
の
点
か

ら
再
検
討
す
べ
き
な
の
で
あ
る
｡

例
え
ば
､
『釈
日
本
紀
』
は
鎌
倉
時
代
末
期
成
立
の

『日
本
書
紀
』
注
釈
書
だ
が
､

｢蝦
夷

養
老
説

衣
比
須
｣

と
､
奈
良
時
代
養
老
年
間
に

｢蝦
夷
｣

を
エ
ビ
ス
と

よ
ん
だ
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
｡
ま
た
､
『日
本
書
紀
私
記
』
(甲
本
)
に
は

｢蝦
夷

エ
ヒ
ス
｣
､
『日
本
書
紀
私
記
』
(丙
本
)
に
は

｢蝦
夷

江
美
須
｣

(

エ
ミ
ス
)
と
書

TiRE

か
れ
て
い
る
｡

こ
れ
に
関
し
､
高
橋
富
雄
氏
は
､
最
近
著
書
で
'
｢蝦
夷
｣

の
訓
は
も
と
も
と
エ
ビ

ス
で
あ
り
､

エ
ミ
シ
で
は
な
か
っ
た
と
し
､

エ
ビ
ス
は
エ
ミ
シ
と
い
う
美
称
か
ら
出

た
言
葉
で
は
あ
る
が
賎
称
で
あ
り
'
そ
の
点
で
エ
ミ
シ
と
は
区
別
さ
れ
る
べ
き
も
の

(3
)

だ
､
と
い
う
説
を
発
表
し
て
い
る
｡
問
題
が
広
が
る
の
で
こ
こ
で
は
紹
介
に
と
ど
め

て
お
-
が
､
検
討
す
べ
き
大
き
な
課
題
で
あ
ろ
う
｡

話
を
戻
そ
う
｡
と
り
あ
え
ず
､
神
武
紀
歌
謡
の

｢愛
滞
詩
｣

を
エ
ミ
シ
と
訓
む
こ

と
に
異
論
は
な
い
と
思
う
｡
で
は

｢蝦
夷
｣

｢夷
｣

を
表
す
の
か
｡

確
か
に

『釈
日
本
紀
』
で
は
､
｢愛
滞
詩
｣

を
エ
ミ
シ
と
よ
み

｢夷
也
｣

と
注
釈
し

て
い
る
｡
ま
た
､
先
程
も
述
べ
た
が
､
我
々
の
中
に
呼
称

エ
ミ
シ
-
表
記

｢蝦
夷
｣

｢夷
｣

の
先
入
観
が
あ
る
｡
そ
の
た
め
だ
ろ
う
か
､
従
来
こ
の

｢愛
瀦
詩
｣

は
､
六

国
史
な
ど
に
登
場
す
る
表
記

｢蝦
夷
｣

や

｢夷
｣

と
イ
コ
ー
ル
で
結
び
つ
け
て
考
え

ら
れ
が
ち
だ

っ
た
｡
従

っ
て

｢愛
滞
詩
｣

を
訓
読
す
る

(訳
す
)
際
､
ど
の
本
で
も

｢蝦
夷
｣

や

｢夷
｣

と
表
記
す
る
傾
向
が
あ

っ
た
｡

と
こ
ろ
で
､
こ
こ
に
こ
の

｢愛
滞
詩
｣

に
関
す
る
二
つ
の
意
見
が
あ
る
｡

一
つ
は
土
橋
寛
氏
｡
氏
は
こ
の
歌
謡
を
､
倭
王
武
の
上
表
文
に
見
え
る
と
こ
ろ
の
､

五
世
紀
は
じ
め
の
大
和
朝
廷
の
東
国
平
定
に
参
加
し
た
衆
目
部
の
も
の
と
し
､
｢愛
滞

(4
)

詩
｣

を
関
東
地
方
の
住
民
と
見
て
い
る
｡

も
う

一
つ
は
高
橋
富
雄
氏
｡
当
初

｢愛
瀦
詩
｣

を

｢特
定
の
地
域
の
人
民
に
か
か

(.rT･)

わ
ら
な
い
1
般
的
な
用
法
｣

と
し
て
い
た
が
､
近
年

｢佐
伯
部
と
し
て
､
佐
伯
宿
祢

配
下
に
あ
る
エ
ゾ
の
こ
と
で
あ
ろ
う
｣

と
の
説
を
発
表
し
､
｢兄
弟
都
民
た
る
来
日
部

の
歌
と
と
も
に
'
広
義
の
大
伴
郡
民
歌

(佐
伯
部
民
歌
た
る
こ
と
に
お
い
て
)
と
し

(6
)

て
､
来
日
歌
の
う
ち
に

一
括
さ
れ
し

た
､
と
の
見
解
を
示
し
て
い
る
｡

研
究
史
を
ふ
り
か
え
れ
ば
､
こ
う
し
た
諸
論
が
正
面
か
ら
検
討
さ
れ
た
こ
と
は
ほ

と
ん
ど
な
い
｡
ま
た
､
こ
れ
ら
の
諸
論
は
､
｢愛
滞
詩
｣
(ひ
い
て
は
呼
称

エ
ミ
シ
)

と
表
記

｢蝦
夷
｣

｢夷
｣

を
イ
コ
ー
ル
で
結
ぶ
こ
と
や
'
｢愛
瀦
詩
｣

(

ひ
い
て
は
呼
称

エ
ミ
シ
)
を
即
､
東
北

･
北
海
道
の
住
民
と
考
え
る
こ
と
な
ど
に
､
も
う
少
し
慎
重

な
検
討
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
｡

本
稿
で
は
､
こ
の
神
武
紀
歌
謡
に
､
こ
れ
ま
で
と
は
違

っ
た
視
点
か
ら
メ
ス
を
入

れ
る
こ
と
で
､
そ
こ
に
登
場
す
る

｢愛
瀦
詩
｣

の
実
態
に
迫

っ
て
み
た
い
と
思
う
｡

少
し
回
り
道
を
す
る
が
､
究
明
し
た
い
主
な
問
題
点
は
次
の
二
点
で
あ
る
｡
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*
は
た
し
て

｢愛
瀦
詩
｣
は

｢蝦
夷
｣

や

｢夷
｣

を
さ
す
の
か
ど
う
か
｡

*
エ
ミ
シ
と
い
う
呼
称
の
由
来
を
ア
イ
ヌ
語
の
エ
ン
チ
ゥ
に
求
め
る
説
は
正
し
い

の
だ
ろ
う
か
｡

以
下
'
二
節
以
降
で
考
え
て
み
た
い
｡



二
､
ク
メ
歌
の
例
と
そ
の
分
類

ク
メ
歌
と
さ
れ
て
い
る
歌
謡
は

『日
本
書
紀
』
に
八
例
､
『古
事
記
』
に
六
例
あ

り
､
そ
の
う
ち
六
例
は
重
複
し
て
い
る
｡
は
じ
め
に
そ
の
八
種
類
を
示
し
て
お
こ
う
｡

(基
本
的
に

『日
本
書
紀
』
の
表
記
に
基
づ
い
た
｡
ま
た
､
傍
訓
は
岩
波
古
典
文
学

大
系
本
の
訓
に
従

っ
た
｡
)

ウ

ダ

ノ

タ

カ

キ

こ

シ

ギ

ワ

ナ

ハ

ル

ワ

ガ

マ

ツ

ヤ

シ

キ

ハ

サ

ヤ

ラ

ズ

イ

1
､
千

億

能

多

伽

機

珂

､
蔚

聾

和

奈

破

産

､
和

餓

末

菟

夜

'
辞

垂

破

佐

夜

羅

環

､
伊

ス
ク
ハ
シ

ク
ヂ
ラ
サ

ヤ
リ

コ
ナ
ミ
ガ

ナ
コ
ハ
サ
パ

タ
チ
ソ
バ
/

ミ
ノ

殊
匡
波
節
､
匡

旋

羅

佐

夜

離

､
固

奈

瀦

餓

､
那

居
波
佐
麿
'
多
智
曾
麿
能
､
未
磨

サ
ケ
ク
ヲ

コ
キ
シ
ヒ
ヱ
ネ

ウ
ハ
ナ
リ
ガ

ナ
コ
ハ
サ
バ

イ
チ
サ
カ
キ

ミ

那
鶏
句
境
､
居
気
蔚
被
恵
繭
､
宇
破
奈

利

餓

､
那
居
波
佐
麿
､
伊
智
佐
介
幾
､
莱

ノ
オ
ホ
ケ
ク
ヲ

コ
キ
ダ
ヒ
ヱ

ネ

廼
於
朋
鶏
句
鳩
､
居
気

儀

被

悪

繭

｡

オ
サ
カ
ノ

オ
ホ
ム
ロ
ヤ
二

ヒ
ト
サ
ハ
ニ

ィ
リ
ヲ
リ
ト
モ

ヒ
ト
サ
ハ
こ

2
､
於
佐
箇
廼
､
於
朋
務
霜
夜
珂
､
比
苔
瑳
破
而
'
異
離
烏
利
苔
毛
､
比
苔
瑳
破
而
､

キ
イ
リ
ヲ
リ
ト
モ

ミ
ツ
ミ
ツ
シ

ク
メ
ノ
コ
ラ

ガ

タ
ブ
ツ
ツ
イ

イ
シ
ツ
ソ

棋
伊
離
烏
利
苔
毛
､
滞
都
瀦
都
志
､
倶
梅
能
国
選

餓

､
勾

鷲

都

々

伊

､
異

志
都
ダ

イ

モ
チ

ウ
チ
テ
シ
ャ
マ
ム

伊
毛
智
､
子
智
ruTl之
夜
葬
務
｡

ミ
ツ
ミ
ツ
シ

ク
メ
ノ
コ
ラ

ガ

カ

キ

モ
ト
二

ア
ワ
フ
ニ
ハ

カ
ミ
ラ
ヒ
ト

3
､
満
都
滞
都
志
､
倶
梅
能
故
選

餓

､
介

者
茂
等
珂
､
阿
波
赴
珂
破
､
介
瀦
羅
批
苔

モ
ト

ソ
ノ
ガ
モ

ト

ソ
ネ
メ
ツ
ナ

ギ
テ

ウ
チ
テ
シ
ャ
マ
ム

茂
苔
､
曾

廼

餓

毛

苔

､
曾

禰

梅

屠

那

垂

npl､
手
筈
ruTl之
夜
葬
務
｡

ミ
ノ
ミ
ソ
シ

ク
メ
ノ
コ
ラ
ガ

カ
キ
モ
ト
ニ

ウ
ヱ
シ
ハ
ジ
カ
ミ

ク
チ
ど

4
､
滴
静
々
が(志
､
倶
梅
能
故
選

餓

､
介

菅
茂
等
珂
､
宇
意
志
破
餌
介
滞
､
句
致
甜

ヒ
ク

ワ
レ
ハ
ワ
ス
レ
ズ

ウ
ナ
チ
シ
ャ
マ
ム

比
倶
'
和
例
破
腕
輪
例
儒
､
子
智
rLPl之
夜
葬
務
｡

カ
ム
カ
ゼ
ノ

イ
セ
ノ
ウ
ミ
ノ

オ
ホ
イ
シ
こ
ヤ

イ
ハ
ヒ
モ
ト
ホ
ル

シ
タ

5
､
伽
牟
伽
芸
能
'
伊
暫
能
千
滴
能
､
於
費
異
之
珂
夜
､
異
波
腎
茂
等
倍
屡
､
之
多

ダ

ミ
ノ

シ
タ
ダ

ミ
ノ

ア
ゴ
ヨ

ア
ゴ
ヨ

シ
タ
ダ

ミ
ノ

イ
ハ
ヒ
モ
ト

ホ
リ

儀

瀦

能

'
之

多

健

瀦

能

'
阿

誤

濠

､
阿

誤

濠

､
之

多

太

瀦

能

､
異

波

比

茂

等

倍

離

､

ウ
チ
テ
シ
ャ
マ
ム

ウ
チ
テ
シ
ャ
マ
A

子
智
ruTl之
夜
弄
務
'
子
智
皇
之
夜
弄
務
｡

タ
タ
ナ
メ
テ

ィ
ナ
サ
/
ヤ
マ
/

コ
ノ
マ
ユ
モ

イ
ユ
キ
マ
モ
ラ
ヒ

タ
タ

6
､
時
々
奈
梅
ruTl'
伊
那
瑳
能
都
摩
能
､
虚
能
葬
由
毛
､
易
喰
膏
摩
毛
羅
耽
､
多
々

カ
へ
バ

ワ
レ
ハ
ヤ
エ
ヌ

シ
マ
ソ
ト
リ

ウ
カ
ヒ
ガ
ト
モ

イ
マ
ス
ケ
ニ
コ
ネ

介
陪
麿
､
和
例
破
榔
隈
怒
､
之
摩
途
等
利
､
宇
介
誓
餓
等
茂
､
伊
弄
輸
開
珂
虚
繭
｡

イ

マ

ハ

ヨ

7
､
伊

弄

波

濠

､

モ

ア
ゴ
ヨ

毛
､
阿

誤

濠

｡

エ

ミ
シ
ヲ

8
､
愛

瀦

詩

烏

､
イ

マ

ハ

ヨ

7

7

シ

ャ

ヲ

イ

マ

ダ

ニ

モ

ア

ブ

ヨ

イ

マ

ダ

ニ

伊

葬

波

濠

､
阿

々

時

夜

鴇

､
伊

葬

儀

而

毛

'
阿

誤

濠

'
伊

葬

儀

而

ヒ

ダ

リ

モ

モ

ナ

ヒ

ト

ヒ

ト

ハ

イ

へ

ド

モ

タ

ム

カ

ヒ

モ

セ

ズ

批

懐

利

､
毛

々

那

比

苔

､
比

苔

破

易

陪

廼

毛

'
多

牟

伽

批

毛

勢

儒

｡

(問
題
に
し
て
い
る
8
の

｢愛
滴
詩
烏
-
-
｣
の
歌
と
､
そ
の
す
ぐ
前
に
あ
る
7
の

｢伊
葬
波
濠
-
-
｣
の
二
例
は
､
『日
本
書
紀
』
の
み
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
｡
)

こ
れ
ま
で
の
ク
メ
歌
に
関
す
る
研
究
は
､
こ
れ
ら
の
ク
メ
歌
を

一
括
的
に
捉
え
が

ち
だ

っ
た
が

､
そ
う
し
た
中
に
お
い
て
分
類
的
な
視
点
を
導
入
し
た
も
の
に
､
土
棉

寛
氏
と
高
橋
富
雄
氏
の
仕
事
が
あ
る
｡

土
橋
氏
は
八
首
の
歌
謡
を
､

A
群
-
久
米
氏
内
部
で
成
立
し
た
戦
闘
歌
謡

(-
･
7
)

B
群
-

『天
語
歌
』
や

『国
楢
の
歌
』
と
同
様
に
､
天
皇
に
忠
誠
を
誓
う
歌
と
し

て
､
宮
廷
儀
礼
に
お
い
て
成
立
し
た
歌

(2
･
3
･
4
･
5
)

C
群
-
そ
の
他

(6
･
8
)

(7
)

の
三
群
に
分
類
し
'
C
群
の
6
は
A
群
に
､
8
は
B
群
に
入
る
と
し
た

｡

一
方
高
橋
氏
は

a
-
生
活
す
る
ク
メ
の
人
た
ち
の
生
活
風
景
の
歌

･
狩
り
の
歌

(-
)

b
-
ひ
と
つ
ら
な
り
の
戦
闘
歌
謡

(2
･
3
･
4
･
5
･
6
-
-
特
に
2
･
3
･

4
･
5
は
神
武
東
征
に
関
わ
る
戦
闘
歌
謡
)

C
-
戦
闘
歌
謡
だ
が
神
武
東
征
に
関
係
の
な
い
も
の

(8
)

の
三
群
に
分
類
し
､

a
-
大
伴
部
民
歌
と
し
て
の
ク
メ
歌
､
b
-
佐
伯
部
民
歌
と
し

て
の
ク
メ
歌
､
と
し
て
い
る
｡
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結
論
を
先
に
言
う
な
ら
ば
､
私
は
こ
の
い
ず
れ
で
も
な
い
､
次
の
よ
う
な
分
類
を

考
え
て
い
る
｡

Ⅰ
-
山
民
的
性
格
の
濃
い
タ
メ
本
来
の
歌
謡

(-
･
3
･
4
･
6
)

H
-
タ
メ
本
来
の
歌
謡
を
ベ
ー
ス
に

『日
本
書
紀
』
編
纂
時
に
脚
色
さ
れ
た
も
の

(2

･
5
)

E=
-
大
伴
氏
家
伝
の
影
響
が
強
い
氏
族
伝
承
型
の
記
事

(7
･
8
)

次
節
以
降
で
そ
の
根
拠
を
説
明
し
た
い
｡

三
'
ク
メ
歌
の
史
料
的
検
討

か
つ
て

『日
本
書
紀
』
に
お
け
る
蝦
夷
関
係
記
事
の
史
料
批
判
を
行

っ
た
坂
本
太

郎
氏
は
､
そ
の
成
立
を
､
①
膏
軒
潤
色
型

②
氏
族
侍
承
型

③
造
作
型

④
実
録

(8
)

型

の
四
つ
に
分
類
し
た
｡
こ
の
分
類
に
従

っ
て
考
え
て
み
よ
う
｡

ま
ず
､
｢愛
瀦
詩
烏
-
-
｣
を
含
め
た
7
･
8
の
二
例
は

『古
事
記
』
に
そ
の
記
載

が
見
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
か
ら
､
帝
記

･
苦
節
に
は
記
載
が
無
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
｡
ま
た
記
紀
の

｢神
武
東
征
｣
説
話
の
中
に
は
'
海
人
の
分
布
の
よ
う
に
地
理

(9
)

的
事
実
の
反
映
と
見
ら
れ
る
箇
所
も
存
在
す
る
が
'
説
話
の
具
体
的
内
容
そ
の
も
の

に
関
し
て
の
史
実
性
は
か
な
り
乏
し
い
と
思
わ
れ
る
｡
す
な
わ
ち
､
前
記
の
分
類
の

①
苦
節
潤
色
型
と
④
実
録
型
に
は
あ
て
は
ま
ら
な
い
点
と
､
③
の
よ
う
に

｢造
作
｣

の
色
彩
が
濃
い
こ
と
が
推
測
で
き
る
｡

そ
れ
で
は
②
氏
族
侍
承
型
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
｡
タ
メ
歌
全
体
を
み
る

と
､
そ
の
歌
謡
中
に
も
来
日
部
が
歌
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
'

一
つ
に
は
こ
れ
ら
は
来

日
部
に
関
す
る
氏
族
伝
承
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
よ
う
｡
し
か
し
､
⑦
と
⑧
が

『紀
』
の
み
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
は
､
も
う

一
つ
意
味
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
｡

『記
』
と

『紀
』
と
で
は
､
大
伴
氏
と
久
米

(来
日
)
と
の
関
係
に
関
す
る
記
載
が

極
め
て
対
照
的
で
あ
る
｡
『古
事
記
』
で
は
大
伴
氏
と
久
米
氏
を
対
等
に
扱
い
､
大
伴

(10
)

氏
の
租
を
久
米
氏
の
租
と
す
る
の
に
対
し
､
『日
本
書
紀
』
は
大
伴
氏
が
来
日
氏
を
統

属
し
て
い
る
表
現
や
､
大
伴
氏
の
租
を
来
日
氏
の
遠
租
と
す
る
も
の
の

｢命
字
｣
を

〔‖
l

つ
け
な
い
で
､
よ
り
下
位
の
も
の
と
す
る
表
現
を
採
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
こ
の

『記
』
『紀
』
間
の
伝
承
の
相
違
に
関
し
て
は
､
数
多
-
の
研
究
が
行
わ
れ
て
お
り
､

*

『
記

』

の
伝
承
を
古
い
と
す
る
｡

*
『紀
』
の
伝
承
を
古
い
と
す
る
｡

*

両
者
の
折
衷
説

(12
)

と
大
き
-
三
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
が
､
今
の
と
こ
ろ
結
論
は
出
て
い
な
い
｡

た

だ

､
『紀
』
の
記
事
に

｢大
伴
｣
的
色
彩
が
濃
-
､
『記
』
に

｢
タ
メ
｣
的
色
彩
が

濃
い
こ
と
は
､
諸
氏
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
こ
れ
は
､
『紀
』
に
大
伴
氏
家
伝
の
影

響
が
強
い
こ
と
を
示
し
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
｡

そ
こ
で
､
『記
紀
』
の
神
武
段
を
概
観
し
て
み
よ
う
｡

熊
野
到
着
後
､
ウ
ダ

(記
-
宇
陀

･
紀
-
菟
田
)
に
至
る
過
程
に
つ
い
て
､
『記
』

の
記
事
は
神
話
的
要
素
が
多
-
､
遺
臣
や
日
臣
命
な
ど
の
所
見
は
な
い
｡

一
方
『紀
』

で
は
､
ま
ず
六
月
乙
末
朔
丁
巳
に

｢名
草
邑
｣
に
着
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
｡

(13
)

こ
こ
は
､
大
伴
系
の
氏
族
が
非
常
に
多
い
地
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
た
い

(表
-
)
0

つ
づ
い
て
､
大
乗
目
を
率
い
て
熊
野
1
ウ
ダ
間
の
道
を
開
き
'
天
皇
を
導
い
た
､
と

し
て
登
場
す
る
の
が
大
伴
氏
の
大
粗
目
臣
命
で
'
｢道
を
開
い
た
こ
と
｣
が

｢遺
臣
｣
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表 1 古代名草郡の大伴系人名

年 代 人 名 居 所 事 項 出 典

1 推古朝 大部屋栖野古連 名草郡 宇治大伴連ノ祖､僧都ニ任ズ 『日本霊異記』上1-5

2 724 大伴標津連子人 名草郡少領 位二階ヲ進ム 『続日本紀』神亀元 .10.5

3 750 大伴若宮連部良 名草郡忌部郷戸主 勘寿､天平5-天平勝宝2寿 『大日本古文書』25-74

】4 750 大伴若宮連真虫 名草郡忌部郷戸主 勘籍､養老5-神亀4籍 『大日本古文書』25-74

5 750 大伴若宮連大測 名草郡忌部郷戸主 年壮八 『大日本古文書』25-74

6 760 榎本連千嶋 前名草郡少領 海 事アリ､稲二万束ヲ献ズ 『続日本紀』神護景雲元 .10.21

7 769 大伴部押入 本名草郡片岡里人 陸奥園倖囚､編戸ヲ乞ウ 『続日本紀』神護景雲3.ll.25

9 861 榎本連 名草郡主張 i直川郷墾田売券､郡判署名 『平安遺文』130,貞観3.2.25

と
い
う
名
称
の
由
来
説

明
に
も
な
っ
て
い
る
｡

次
に
､
ウ
ダ
に
着
い

て
か
ら
後
だ
が
､
『記
』

で
は
兄
宇
迦
斯

･
弟
宇

迦
斯
の
話
が
あ
り
､
こ

こ
で
初
め
て

｢大
伴
連

等
之
祖
遺
臣
命
､
久
米

直
等
之
祖
大
久
米
命
｣

が
登
場
す
る
｡
遺
臣
命

と
大
久
米
命
は
前
述
の

通
り
､
『記
』
で
は
対
等

に
扱
わ
れ
て
お
り
､
以

下

『記
』
の
描
写
は
､

次
の
と
お
り
で
あ
る
｡

a
､
兄
宇
迦
斯
を
殺

し
て
歌
謡
I
を

歌
う
1

b
､
忍
坂
の
大
室
で

尾
の
生
る
土
雲

八
十
建
を
編
す

際
に
歌
謡
2
を

歌
う
､
そ
し
て

八
十
建
を
殺
す
1

C
､
登
美
毘
古

(登
美
能
那
賀
須
泥
批
古
)
を
討
つ
､
そ
の
際
歌
謡
3
･
4
･
5

を

歌
う
1

d
､
兄
師
木

･
弟
師
木
を
討
つ
､
そ
の
際
歌
謡
6
を
歌
う
1
播
磨
で
天
下
を
治
め

る

-
-
と
い
っ
た
具
合
に
征
伐
と
歌
謡
が
淡
々
と
繰
り
返
さ
れ
､
遺
臣
命
に
つ
い
て
も

大
久
米
命
に
つ
い
て
も
特
記
す
べ
き
こ
と
は
な
い
｡

一
方
『紀
』
で
の
描
写
は
､
次
の
と
お
り
で
あ
る
｡

(a
と
′a
は
対
応
関
係
を
表
す
)

LCC､
兄
滑
を
殺
し
て
歌
謡
I
を
歌
う
1

打
､
｢光
而
有
尾
｣

の
園
神

｢井
光
｣

登
場
1

b′′′ b′′ b

八
十
臭
師
､
歌
謡
5
1

矧
楓
萄

(以
上
傍
線
筆

39

者

)
-

α
､
兄
磯
城

･
弟
磯
城
を
討
つ
､
そ
の
際
歌
謡
6
を
歌
う
1

′C
､
長
髄
彦
を
討
つ
､
そ
の
際
歌
謡
3
･
4
を
歌
う

-
-
と
基
本
的
な
登
場
人
物
は

『記
』
に
大
差
は
な
い
｡
相
違
点
と
し
て
は
､
征
討

の
順
序
で
C
と
d
に
前
後
が
あ
っ
た
り
､
歌
謡
5
が
歌
わ
れ
る
状
況
に
､
『記
』
-
C

(ナ
ガ
ス
ネ
ヒ
コ
)
『紀
』
-
け
(ヤ
ソ
タ
ケ
ル
)

の
よ
う
に
差
異
が
認
め
ら
れ
た

り
､
地
名
起
源
伝
承

･
氏
祖
伝
承
が
若
干
織
り
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
よ

う
｡
そ
う
し
た
中
で
目
立
つ
の
は
､
『紀
』
の
傍
線
部
､
す
な
わ
ち
問
題
の
歌
謡
8
に

読
-
直
前
に
か
け
て
､
｢時
勅
遺
臣
命
｣

｢乃
顧
勅
遺
臣
命
｣

と
い
っ
た
記
載
が
見
ら

れ
る
よ
う
に
､
遺
臣
命
が
天
皇
の
勅
を
う
け
て
征
討
に
あ
た
っ
た
こ
と
が
強
調
さ
れ

て
い
る
点
で
あ
る
｡



以
上
､
『記
紀
』
の
神
武
段
を
概
観
し
て
み
る
と
､
『紀
』
で
は
､
戦
闘
に
関
わ
る

重
要
な
場
面
で
､
天
皇
の
命
を
受
け
る
形
で
､
遺
臣
命
が
登
場
す
る
こ
と
が
わ
か
る
｡

特
に
､
8
の
歌
謡
が
歌
わ
れ
る
の
は
､
天
皇
の
勅
に
よ
り
遺
臣
命
じ
し
ん
が
策
略
し
､

虜
を
殺
し
た
箇
所
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
｡
こ
こ
で
は

｢時
遺
臣
命
､
乃
起
而

歌
之
日
｣
と
し
て
､
遺
臣
命
が
2
の
歌
を
歌

っ
た
の
を
合
図
に
虜
を
殺
し
､
そ
の
成

功
を
祝
う
形
で
､
つ
づ
け
て
7
･
8
を
歌

っ
て
い
る
｡
こ
の
場
合
の
2
も
7
も
8
も
､

み
な
'

｢執
之
日
｣

と
し
て
､
遺
臣
命
自
身
が
歌

っ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
｡
そ
れ
に
対
し

『紀
』
に
於

け
る
他
の
ク
メ
歌
は
､

｢乃
革

一御
謡
一之
日
｣
-

(-
)
(3
)
(5
)

｢故
柳
革

1御
謡
山､
以
慰
二
将
卒
之
心
T鳶
｡
謝
日
｣
･･･
(6
)

｢
(『乃
革

l御
謡

1之
日
-

(
5
)
』
)
｡
又
謝
日
｣
-

(4
)

｢凡
諸
御
謝
､
皆
謂
二
乗
目
歌
J｣
-

(3
)
(4
)

な
ど
の
よ
う
に
､
｢御
謡
｣
す
な
わ
ち
天
皇
自
ら
歌

っ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
｡
つ
ま

り
､
ク
メ
歌
と
し
て
Ⅰ
か
ら
8
ま
で

一
括
し
て
し
ま
う
の
で
な
-
､
誰
が
歌

っ
た
か

に
よ
っ
て

｢
2
･
7
･
8
｣
と

｢
-
･
3
･
4
･
5
･
6
｣
と
二
つ
の
区
別
が
可
能

と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
こ
の
区
別
に
関
連
す
る
が
､
天
皇
が
歌
っ
た
形
の
｢
-
･
3
･

4
･
5
･
6
｣
に
は
､
前
後
の
文
脈
を
み
て
も
､
戦
勝

へ
の
遺
臣
命
の
寄
与
や
､
歌

謡

へ
の
遺
臣
命
の
関
与
は
記
さ
れ
て
い
な
い
｡

以
上
の
点
か
ら
､
こ
の

｢
2
･
7
･
8
｣
の
三
首
は
'
｢
-
･
3
･
4
･
5
･
6
｣

と
は
区
別
的
に
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
､
そ
し
て
そ
れ
は
道
臣
に
よ
り
強
-
関
連

し
て
い
る
こ
と
が
言
え
る
と
思
う
｡

溝
口
睦
子
氏
は
､
｢大
伴
氏
は
大
王
家
と

一
体
に
な
っ
て
､
と
も
に
そ
の
国
内
の
抗

事
を
勝
ち
抜
い
て
き
た
氏
で
あ
っ
た
｣
と
述
べ
､
｢｢大
王
の
辺
に
こ
そ
死
な
め
'
顧

み
は
せ
じ
｣
の
精
神
を
家
訓
と
し
て
､
あ
-
ま
で
大
王
家
を
扶
け
､
大
王
と

一
体
に

な
っ
て
､
他
の
地
域
勢
力
と
の
た
た
か
い
を
闘
い
抜
い
た
氏
｣
は

｢大
伴
氏
を
除
い

て
は
他
に
見
出
だ
す
こ
と
が
で
き
な
い
｣
し
､
そ
れ
が

｢大
伴
氏
の
原
点
と
し
て
の

(14
)

像
で
あ
る
｣
と
し
て
い
る
｡
今
あ
ら
た
め
て
､
『紀
』
の
歌
謡
2
･
7
･
8
が
歌
わ
れ

る
に
至
る
過
程
で
目
立
っ
た
遺
臣
命
の
行
動
を
見
る
と
､
ま
さ
に
溝
口
氏
の
指
摘
す

る
こ
の
大
伴
氏
の
性
格
に
合
致
す
る
｡

こ
こ
ま
で
を
小
括
す
る
な
ら
ば
､
『紀
』
は

『記
』
に
比
べ
遺
臣
命
に
ま
つ
わ
る
話

が
多
-
､
特
に
歌
謡
2
･
7
･
8
の
直
前
直
後
に
そ
の
傾
向
が
強
い
｡
そ
れ
は
大
伴

氏
家
伝
に
よ
る
潤
色
と
思
わ
れ
'
特
に

『紀
』
の
み
の
記
載
で
あ
る
7
･
8
が
､
潤

色
の
強
-
残

っ
て
い
る
箇
所
と
考
え
た
い
｡
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さ
て
､
歌
謡
7
･
8
の
特
殊
性
は
､
歌
謡
1
-
6
と
の
比
較
に
よ
っ
て
も
現
れ
る
｡

結
論
か
ら
言

っ
て
し
ま
え
ば
､
歌
謡
1
-
6
は
､
ク
メ
本
来
の
色
彩
が
よ
り
濃
い
と

思
わ
れ
る
の
で
あ
る
｡
次
に
そ
の
点
を
説
明
し
よ
う
｡

ク
メ
と
呼
ば
れ
る
人
々
は
'
ど
の
よ
う
な
性
格
を
持

っ
た
集
団
な
の
で
あ
ろ
う
か
｡

(15
)

(16
)

上
田
正
昭
氏

･
佐
々
木
高
明
民
ら
は
'
ク
メ
の
山
民
的
性
格
に
注
目
し
て
い
る
｡

第

一
点
め
に
､
『古
事
記
』
景
行
天
皇
に

｢久
米
直
之
祖
｡
名
廿
勢
矧
叫｡
｣
と
あ
る

が
､
『記
紀
』
神
武
天
皇
や
『常
陸
国
風
土
記
』
･
『越
後
園
風
土
記
』
逸
文
に
は
､
｢州

勢
圏
｣
｢蘭
都
賀t
泌
蝋
｣
と
い
う
の
が
国
栖
や
土
雲
の
別
称
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る

(傍
線
筆
者
)
｡

｢
ク
ズ
｣
が
非
稲
作
の
山
人
で
あ
る
こ
と
は
､
民
俗
学
の
立
場
か
ら

(17
)

佐
々
木
高
明
氏
や
野
本
寛

一
氏
ら
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
お
り
､
対
応
が
興
味
深
い
｡



第
二
点
め
に

『和
名
類
衆
抄
』
を
見
る
と
､
古
地
名

｢久
米
郷
｣
の
中
に
は
､
伊

勢

(員
弁
郡
久
米
郷
)
･
美
作

(久
米
郡
久
米
郷
)
･
伯
菅

(東
伯
郡
久
米
郷
)
･
遠
江

(磐
田
郡
久
米
郷
)
･常
陸

(久
米
郡
父
米
郷
-
久
米
郷
カ
)
な
ど
が
あ
り
､
こ
れ
ら

に
は
山
間
部
の
も
の
が
か
な
り
あ
る
｡

第
三
点
め
と
し
て
､
歌
謡
1
-
6
に
は
山
民
的
な
生
業
を
思
わ
す
言
葉
が
数
多
-

(18
)

見
ら
れ
る
｡
具
体
的
に
は
次
に
示
す
箇
所
で
あ
る
｡

*
歌
謡
1
-
｢千
億
能
多
伽
機
珂
､
蔚
聾
和
奈
破
産
､
(宇
陀
の
高
城
に

鴫
窮
張
る
)
｣

｢多
智
曾
麿
能
､
未
廼
那
鶏
句
鳩
､
(立
孤
変
の

実
の
無
け
-
を
)
｣

｢伊
智
佐
介
幾
､
未
廼
於
朋
鶏
句
鳩
､
(賓
賢
木

実
の
多
け
-
を
)
｣

*
歌
謡
3
-

｢阿
波
赴
珂
破
､
介
瀦
羅
批
苔
茂
吉
､
(粟
生
に
は

臭
韮

一
本
)
｣

*
歌
謡
4
-

｢宇
意
志
破
餌
介
滞
､
(植
ゑ
し
樵
)
｣

*
歌
謡
6
-

｢宇
介
誓
餓
等
茂
､
(鵜
飼
が
伴
)
｣

こ
れ
ら
か
ら
､
す
べ
て
の
ク
メ
を
山
民
と
た
だ
ち
に
結
び
つ
け
る
こ
と
は
危
険
だ

が
､
少
な
-
と
も
ク
メ
歌
の
-
･
3
･
4
･
6
の
根
底
に
は
､
山
民
的
な
伝
統
が
根

づ
い
て
い
る
こ
と
と
思
わ
れ
る
｡
そ
し
て
こ
れ
ら
-
･
3
･
4
･
6
は

(7

･
8
と

違

っ
て
)
､
ど
れ
も

『記
紀
』
両
方
に
記
載
が
あ
る
歌
謡
だ
と
い
う
点
を
併
せ
て
考
え

る
と
､
大
伴
氏
の
氏
族
伝
承
に
よ
る
潤
色
を
受
け
る
以
前
の
､
ク
メ
歌
の
中
で
も
よ

り
古
い
形
の
も
の
と
考
え
る
の
が
適
当
か
と
思
わ
れ
る
｡

そ
れ
で
は
､
2
と
5
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
｡

2
は

｢
ミ
ツ
ミ
ツ
シ

ク
メ
ノ
コ
ラ
ガ
｣

と
い
う
描
写
を
持

っ
て
い
る
点
で
3
･

4
と
共
通
し
､
ま
た
､
｢
ウ
チ
テ
シ
ャ
マ
ム
｣

と
し
て
い
る
点
で
は
2
･
3
･
4
･
5

に
共
通
性
が
み
ら
れ
る
｡
土
橋
氏
も
高
橋
氏
も
こ
の
点
を
根
拠
に
､
こ
れ
ら
を

一
つ

(19
)

の
ま
と
ま
り
と
考
え
て
い
る
｡
し
か
し
､
3
･
4
と
2

･
5
は
､
前
者
が
素
朴
な
莱

園
の
営
み
を
示
す
生
業
描
写
な
の
に
対
し
､
後
者
が
も
っ
ぱ
ら
戦
闘
描
写
に
終
始
し
､

『記
紀
』
の
文
脈
に
沿

っ
た
具
体
的
な
地
名

(新
刊
刺
ノ
オ
オ
ム
ロ
ヤ

･
木
耳
ノ
ウ

ミ
)
が
登
場
す
る
点
で
､
明
ら
か
な
相
違
を
見
せ
て
い
る
｡
地
名
が
入
る
点
で
は
､

｢列
列
ノ
タ
カ
ギ
｣

｢割

判
ノ
ヤ
マ
｣

と
い
っ
た
地
名
が
出
て
-
る
-
･
6
に
類
似

(A(I.I

す
る
が
､
-
･
6
は
い
ず
れ
も
山
間
部
で
あ
り
､
山
民
的
描
写
の
一
部
と
も
考
え
ら

れ
､
2

･
5
と
相
違
を
見
せ
る
｡
加
え
て
､
-

･
6
に
は

｢
ミ
ツ
ミ
ツ
シ

ク
メ
ノ

コ
ラ
ガ
｣

や

｢
ウ
チ
テ
シ
ャ
マ
ム
｣
的
描
写
は
な
い
｡
ま
た
2
は

｢御
謡
｣
で
は
な

-

｢歌
｣

と
す
る
点

(歌
う
主
体
が
異
な
る
点
)
で
他
と
異
な
り
､
5

は

『

記

』

と

『紀
』
で
唯

一
謡
わ
れ
る
場
所
が
異
な
る
点
は
前
述
し
た
通
り
で
あ
る
｡

以
上
､
繁
雑
な
説
明
と
な
っ
た
が
､
小
括
す
る
と
､
結
論
は
次
の
よ
う
な
推
測
と

な
る
｡

*
I
か
ら
6
は

『記
』
『紀
』
両
方
に
記
載
が
あ
る
点
で
7
･
8
と
異
な
る
｡
お
そ

ら
-
は
ク
メ
本
来
の
歌
謡
と
思
わ
れ
る
｡

*
そ
の
う
ち
-
･
3
･
4
･
6
は
山
民
的
性
格
の
濃
い
点
で
､
ク
メ
本
来
の
歌
謡

(狩
猟
時
に
歌
わ
れ
た
よ
う
な
)
と
考
え
ら
れ
る
｡

*
2

･
5
は
部
分
的
に
3
･
4
や
-
･
6
と
共
通
性
を
持
つ
が
､
山
民
的
性
格
が

見
ら
れ
な
い
｡
こ
れ
は
'
-
･
3
･
4
･
6
の
よ
う
な
ク
メ
本
来
の
歌
謡
を
ベ

ー
ス
に

(｢
ミ
ツ
ミ
ツ
シ

ク
メ
ノ
コ
ラ
ガ
｣
や

｢
ウ
チ
テ
シ
ャ
マ
ム
｣
的
描
写

を
用
い
て
)
､
『古
事
記
』
(正
確
に
は
帝
記
･膏
軒
)
成
立
時
に
､
そ
の
ス
ト
ー

リ

ー
に
合
わ
せ
て
創
作
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡

*
そ
の
う
ち
2
は

『日
本
書
紀
』
編
纂
時
に
大
伴
氏
家
伝
の
影
響
を
受
け
､

7

･

8
と
と
も
に

｢歌
｣
と
さ
れ
､
5
も

『日
本
書
紀
』
編
纂
時
に

(目
的
は
不
明

だ
が
)
ナ
ガ
ス
ネ
ヒ
コ
説
話
か
ら
ヤ
ソ
タ
ケ
ル
説
話

へ
と
､
謡
わ
れ
る
場
所
を
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変
え
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
｡

*
7
･
8
は
､
大
伴
氏
家
伝
の
影
響
が
強
い
氏
族
伝
承
型
の
記
事
で
､
『日
本
書
紀
』

編
纂
時
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡

よ
う
｡

[年
月
日
]

天
孫
降
臨

神
武
即
位
前
紀

同

戊
午

･
八

･
二

魁
帥

四
､
｢愛
禰
詩
｣
と
ヒ
ト
ゴ
ノ
カ
,,(
･
タ
ケ
ル

さ
て
､
こ
の
歌
が
歌
わ
れ
る
に
至

っ
た
い
き
さ
つ
は
､
｢先
撃
二
八
十
臭
師
於
国
見

丘

一｣
こ
と
に
始
ま
る
｡
戦
後
も

｢徐
賞
｣
が
多
-

｢其
情
難
レ
測
｣
状
態
だ

っ
た
の

で
､
遺
臣
命
に
勅
し
て
忍
坂
に
大
室
を
作
り
'
宴
饗
を
設
け
､
そ
こ
に
虜
を
誘
い
出

し
､
編
し
討
ち
に
し
た
｡
｢虜
無
二
復
唯
類
者

t｣
に
な

っ
た
こ
と
を
悦
ん
で
歌

っ
た

歌
の
ひ
と
つ
が

｢愛
瀦
詩
烏
-
-
｣
で
あ
る
｡

つ
ま
り
､
こ
の
場
合
の

｢愛
滞
詩
｣

は
､
文
脈
の
上
で
は

｢徐
薫
｣
や

｢虜
｣
も
含
め
､
｢
八
十
臭
帥
｣
を
指
し
て
い
る
と

見
る
の
が
自
然
で
あ
る
｡

そ
し
て
､
こ
の
歌
の
後

『日
本
書
紀
』
の
文
章
は
次
の
よ
う
に
続
-
0

此
皆
承
二
密
旨

一
両
歌
之
｡
非
二
敢
自
尊

1
着
也
｡
時
天
皇
日
｡
戦
勝
而
無
レ
騎

者
｡
良
将
之
行
也
｡
今
魁
賊
己
滅
｡
-
-

以
上
か
ら
こ
の
歌
は
天
皇
の
密
旨
に
基
づ
-

｢戦
勝
歌
｣
と
し
て
歌
わ
れ
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
｡
さ
ら
に
'
勝
利
を
収
め
た
戦
い
の
相
手
を

｢魁
賊
｣
と
表
現
し
て
い

る
点
が
注
目
さ
れ
る
｡

つ
ま
り
文
脈
上
で
は

｢
八
十
臭
師
｣
-

｢愛
瀦
詩
｣
-

｢魁
賊
｣

と
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

｢
八
十
具
帥
｣
や

｢魁
賊
｣
は
古
訓
を
見
る
と
､
(ヤ
ソ
)
タ
ケ
ル
･
ヒ
ト
ゴ
ノ
カ

ミ
と
呼
称
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
｡
タ
ケ
ル
や
ヒ
ト
ゴ
ノ
カ
ミ
は
､
他
に
も
『日

本
書
紀
』
に
何
箇
所
か
あ
る
が
､
そ
れ
ら
が
何
を
指
し
て
い
る
か
次
に
列
挙
し
て
み

同

一
一
･
七

兄
､
八
十
臭
帥

景
行

二

一
･
九

･
五

同

･
〓

1
･
五

同
二
七

･
二

一

同
二
八

･
二

･
朔

同
四

〇
･
七

･
一
六

同
四

〇

同
五
六

･
八

首 賊 長 魁 魁 渠 魁
帥 首 帥 帥 帥 帥

者

成
務

四

二

一
･
朔

敏
達

一
〇
･
閏
二

持
統

元

･
五

･
二
二

同

七

･
九

君
長

･
首
帥

魁
帥

魁
帥

魁
帥

[対
象
]

大
物
主
神
と
事
代
主
神

い
ま
だ
王
津
に
潤
わ
な
い

地
の
村
長

菟
田
の
兄
滑

･
弟
滑

兄
磯
城
と
彼
が
集

め
た

人

々
周
防
の
神
夏
磯
媛

熊
襲

熊
襲

熊
襲

東
夷

蝦
夷

･
嶋
津
神
､
圃
津
神

蝦
夷

･
足
振
連
､
大
羽
振

連
､
遠
津
闇
男
達

い
ず
れ
も
地
域
の
統
率
者

蝦
夷

･
綾
槽

隼
人
大
隅
阿
多

隼
人
大
隅
阿
多
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こ
れ
を
見
た
限
り
､
地
域
的
に
は
菟
田

･
磯
城

･
周
防

･
熊
襲

･
蝦
夷

･
隼
人
大

隅
阿
多
な
ど
が
あ
り
､
特
に
限
定
は
な
い
｡
全
体
を
通
し
て
の
共
通
点
は
､
朝
廷
に



よ
っ
て
王
化
さ
れ
支
配
下
に
置
か
れ
よ
う
と
し
て
い
る
対
象
者
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
す

べ
て
が
害
を
も
た
ら
す
悪
者
と
見
ら
れ
て
い
か
か
と
言
う
と
そ
う
で
も
な
-
､
中
に

は
地
域
の
秩
序
を
保
つ
役
割
を
持

っ
て
い
る
者
も
お
り
､
い
わ
ば
｢地
域
の
統
率
者
｣

的
な
意
味
で
使
用
さ
れ
て
い
る
｡

以
上
か
ら
言
え
る
の
は
､
｢
八
十
臭
師
｣

や

｢魁
賊
｣

と
同
意
義
で
用
い
ら
れ
て
い

る

｢愛
滞
詩
｣

は
､
必
ず
し
も
東
北
地
方
の
蝦
夷
に
限
定
す
る
必
要
は
な
い
､
と
い

う
こ
と
で
あ
る
｡

と
こ
ろ
で
宝
亀
三
年
成
立
の
藤
原
漬
成
著

『歌
経
標
式
』
に

｢愛
瀦
詩
烏
-
｣
の

(21
)

歌
謡
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
説
明
が
あ
る

(
(

)
は
傍
注
､
[

]
は
割
注
を
表

す
)0

三
者
無
頭
有
尾
､
如
神
目
本
磐
余
彦
天
皇
撃
臭
帥
歌
日
､

マ
マ

愛
爾

(阿
美
)
詩
烏
比
隈
利
毛
1
那
比
都

[三
句
]

比
苫
破
伊
倍
登
毛

[四

句
]

多
牟
伽
比
毛
勢
受

[五
句
]マ

マ

可
謂
於
佐
伽
那
流

[
T
句
]

愛
滞
詩
烏
比
隈
利

[二
句
]

既
無
頭
而
有
尾
､

故
名
馬
無
頭
､

お
そ
ら
-
潰
成
は
､
忍
坂
邑
で
虜
を
殺
し
た
直
後
に
こ
の
歌
を
歌
っ
て
い
る
と
い
う

マ
マ

『紀
』
の
文
脈
か
ら
推
測
し
て
､
｢於
佐
伽
那
流
｣

を

｢愛
爾
詩
｣

の
前
に
来
る
べ
き

語
と
判
断
し
た
の
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
､
こ
れ
を
見
る
限
り
､
児
島
恭
子
氏
も
指
棉

す
る
よ
う
に
､
｢著
者
で
あ
る
藤
原
浜
成
は
､
｢大
和
の
忍
坂
の
エ
ミ
シ
｣

と
歌
う
こ

(22
)

と
に
疑
念
を
感
じ
て
い
な
か
っ
た
｣

こ
と
が
わ
か
る
｡
つ
ま
り
宝
亀
三
年
段
階
に
お

い
て
も

｢愛
滞
詩
｣

と
い
う
語
を

｢
八
十
臭
師
｣

や

｢魁
賊
｣

と
同
義
で
用
い
得
た

の
で
あ
り
､
換
言
す
れ
ば
､
呼
称
エ
ミ
シ
が
必
ず
し
も
表
記

｢蝦
夷
｣

や

｢夷
｣

に

イ
コ
ー
ル
で
結
ば
れ
る
､
と
い
う
制
約
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡

五
､
高
橋
説
の
検
討

冒
頭
に
､
高
橋
富
雄
氏
の

｢愛
瀦
詩
｣

を

｢佐
伯
部
と
し
て
､
佐
伯
宿
祢
配
下
に

あ
る
エ
ゾ
の
こ
と
で
あ
ろ
う
｣

と
し
､
｢兄
弟
都
民
た
る
来
日
部
の
歌
と
と
も
に
､
広

義
の
大
伴
部
民
歌

(佐
伯
部
民
歌
た
る
こ
と
に
お
い
て
)
と
し
て
､
来
日
歌
の
う
ち

に
一
括
さ
れ
｣

た
､
と
す
る
見
解
に
触
れ
た
｡
高
橋
氏
の
説
の
根
拠
は
次
の
①

～
③

の
点
で
あ
る
｡

①
ま
ず

『新
撰
姓
氏
録
』
に
左
京
神
別

･
大
伴
宿
祢
条
に

(傍
線
筆
者
)

初
天
孫
彦
火
壇
々
杵
尊
神
駕
之
降
也
｡
天
押
目
命
｡
大
来
日
部
立
二
於
御

前
一｡
降
二
乎
日
向
高
千
穂
峰
一｡

然
後
以
二
大
来
冒
部
1｡
為
二
天
靭
部
1｡
靭
負
之
号
起
二
於
此
1也
｡
雄
略

天
皇
御
世
｡
以
二
入
部
靭
負
1賜
二
大
連
公
1｡

(23
)

と
あ
る
が
､
こ
の

｢入
部
靭
負
｣

の

｢入
部
｣

を
佐
伯
部
と
考
え
た
｡

②
こ
の
時
点
で
､
来
日
部
が
大
伴
都
民
と
し
て
第

1
靭
負
部
に
､
佐
伯
部
は
佐
伯

氏
部
民
と
し
て
第
二
靭
負
部
に
､
同
じ
大
伴
総
領
都
民
と
し
て
兄
弟
都
民
と
な

る
｡

③
と
こ
ろ
で
､
景
行
紀
の
日
本
式
尊
の
蝦
夷
征
伐
伝
説
の
中
に
は
､
捕
虜
に
な
っ

た
蝦
夷
が
部
民
に
組
織
さ
れ
て
諸
国
の
佐
伯
部
の
祖
に
な
っ
た
と
い
う
伝
承
が

(24
)

あ
る
が
､
そ
れ
を
根
拠
に
､
①
の

｢佐
伯
部
｣

を
蝦
夷
と
考
え
た
｡
そ
し
て
､

｢佐
伯
氏
は
､
降
伏
エ
ゾ
を
宮
門
警
固
の
民
す
な
わ
ち
佐
伯
部
と
し
て
､
そ
の

下
に
組
織

･
指
揮
す
る
伴
造
氏
族
に
な
っ
て
佐
伯
宿
称
を
称
し
た
｣

と
す
る
｡

結
論
か
ら
言
っ
て
高
橋
氏
は
､
｢愛
瀦
詩
｣

と
蝦
夷
を
や
や
無
理
に
結
び
つ
け
す
ぎ

て
い
る
と
思
わ
れ
る
｡
ま
ず
①
の

｢入
部
靭
負
｣

だ
が
､
こ
の
語
を
検
討
し
た
佐
伯
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(25
)

(26
)

有
清
氏

･
直
木
孝
次
郎
氏
両
氏
は
い
ず
れ
も

｢大
来
日
部
｣

と
同
義
に
考
え
て
い
る

し
､
佐
伯
部
と
考
え
る
に
は
根
拠
が
不
明
確
で
あ
る
｡
ま
た
､
仮
に
①
と
②
を
認
め

た
と
し
て
も
､
③
の
よ
う
に

｢佐
伯
部
｣

を
た
だ
ち
に
蝦
夷
と
結
び
つ
け
る
の
は
ど

う
で
あ
ろ
う
か
｡
景
行
紀
の
記
述
を
史
料
批
判
す
る
こ
と
な
-
歴
史
事
実
と
見
な
し

て
い
る
点
に
も
問
題
は
あ
る
し
､
仮
に
事
実
と
認
め
た
に
し
て
も
､
景
行
紀
の
佐
伯

部
は
熱
田
神
宮
1
大
神
神
社
付
近
1
播
磨

･
讃
岐

･
伊
予

･
安
芸

･
阿
波
と
い
う
場

所
に
登
場
し
て
お
り
､
宮
門
警
固
の
佐
伯
部
と
は
直
接
関
わ
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
｡

も
し
､
①

～
③
を
認
め
た
に
し
て
も
､
佐
伯
部
は
肝
心
の
神
武
紀
の
歌
謡
周
辺
に

は
登
場
し
な
い
｡
と
な
る
と
､
可
能
性
こ
そ
否
定
で
き
な
い
が
､
や
は
り
佐
伯
郡
氏

歌
と
い
う
の
は

｢愛
瀦
詩
｣

と
蝦
夷
を
結
び
つ
け
る
高
橋
氏
の

〔連
想
〕
の
域
を
で

る
ま
い
｡

以
上
､
高
橋
説
を
検
討
し
た
の
は
､
高
橋
説
が
神
武
紀
歌
謡
の
｢愛
滞
詩
｣

(

も
っ

と
広
げ
れ
ば
呼
称

エ
ミ
シ
)
と
表
記

｢蝦
夷
｣

を
結
び
つ
け
る
理
由
を
具
体
的
に
示

し
て
い
る
点
で
､
代
表
的
な
も
の
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
｡
高
橋
説
の
他
に
､
神
武

紀
の
歌
謡
の

｢愛
瀦
詩
｣

と
表
記

｢蝦
夷
｣

｢夷
｣

(

も
し
-
は
東
北

･
北
海
道
地
方

の
化
外
の
民
)
を
結
び
つ
け
る
根
拠
を
示
し
た
論
稿
は
末
だ
見
て
い
な
い
｡
そ
し
て

唯

一
の
高
橋
説
も
､
呼
称

｢愛
瀦
詩
｣

と
表
記

｢蝦
夷
｣

を
結
び
つ
け
る
根
拠
と
し

て
は
不
十
分
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
｡

ま
と
め

本
稿
で
究
明
し
よ
う
と
し
た
二
つ
の
問
題
を
総
括
し
た
い
｡

ま
ず
第

一
点
め
は
､
は
た
し
て

｢愛
瀦
詩
｣

は

｢蝦
夷
｣

や

｢夷
｣

を
さ
す
の
か

ど
う
か
､
と
い
う
問
題
だ
っ
た
｡
考
察
の
結
果
､
｢愛
滞
詩
｣

の
歌
謡
が
う
た
わ
れ
た

前
後
の
神
武
紀
の
舞
台

(地
域
)
は
､
東
北

･
北
海
道
は
お
ろ
か
､
関
東
地
方
に
も

関
係
し
な
い
場
所
だ
っ
た
｡
ま
た

｢愛
瀦
詩
｣

は
､
意
味
的
に
も

｢
八
十
臭
帥
｣

や

｢魁
賊
｣

と
同
意
義
で
あ
り
､
特
に
東
北

･
北
海
道
に
限
定
さ
れ
る
存
在
で
は
な
か

っ
た
｡
さ
ら
に

｢愛
瀦
詩
-
｣
の
歌
は
､
史
料
的
検
討
か
ら
､
大
伴
氏
家
伝
の
影
響

が
強
い
氏
族
伝
承
型
の
記
事
で
､
『日
本
書
紀
』編
纂
時
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
も
の
と

推
測
で
き
た
｡
そ
の
点
で
､
土
橋
氏
の

｢大
和
朝
廷
の
東
国
平
定
に
参
加
し
た
来
冒

部
の
歌
で
愛
瀦
詩
は
関
東
の
住
民
｣

説
や
高
橋
氏
の

｢佐
伯
宿
祢
配
下
の
エ
ゾ
｣

説

も
根
拠
に
乏
し
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
｡
よ
っ
て
以
下
の
よ
う
な
結
論
と
な
る
｡

*
エ
ミ
シ
は

『日
本
書
紀
』
編
纂
時
以
前
か
ら
既
に
存
在
し
て
い
た
語
で
あ
る
｡

*
エ
ミ
シ
の
初
見
史
料
で
あ
る
神
武
紀
歌
謡
の

｢愛
瀦
詩
｣

を

｢蝦
夷
｣

や

｢夷
｣

と
同
意
義
と
解
釈
す
る
こ
と
は
難
し
い
｡

*
即
ち
､
呼
称
エ
ミ
シ
に
は

｢蝦
夷
｣

や

｢夷
｣

を
さ
す
場
合
と
､
今
回
の

｢愛

瀦
詩
｣

の
よ
う
に

｢蝦
夷
｣

｢夷
｣

以
外
の
意
味
で
用
い
る
場
合
と
が
あ
る
｡

次
に
第
二
点
め
は
､
エ
ミ
シ
と
い
う
呼
称
の
由
来
を
ア
イ
ヌ
語
の
エ
ン
チ
ゥ
に
求

め
る
説
は
正
し
い
の
だ
ろ
う
か
､
と
い
う
問
題
だ
っ
た
｡
今
の
時
点
で
､
エ
ミ
シ
が

ア
イ
ヌ
語

｢
エ
ン
チ
ゥ
｣

に
由
来
す
る
と
い
う
説
を
､
否
定
し
き
っ
て
し
ま
う
根
拠

は
な
い
｡
仮
に
例
え
ば
エ
ミ
シ
と
い
う
呼
称
の
起
源
が

一
つ
で
は
な
-
複
数
あ
る
と

想
像
す
る
と
(同
音
異
語
の
よ
う
な
場
合
)､
も
し
か
し
た
ら
ア
イ
ヌ
語
｢
エ
ン
チ
ゥ
｣

に
由
来
す
る
エ
ミ
シ
も
な
い
と
は
言
い
き
れ
な
い
｡

だ
が
､
本
稿
で
見
て
き
た
の
は
､
ア
イ
ヌ
語
地
名
の
残
る
地
域
と
は
特
に
関
係
の

(27
)

な
い
場
所

で

､

か
つ
ア
イ
ヌ
の
祖
先
と
思
し
き
風
俗
を
持
た
な
い
1
ア
イ
ヌ
と
の
関

係
の
乏
し
い
人
々
を
､
エ
ミ
シ
と
称
し
て
い
た
と
い
う
事
実
だ
っ
た
｡
よ
っ
て
-
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*
歌
の
通
り

〟｢
7
人
で
百
人
の
働
き
を
す
る
｣
よ
う
な

(在
地
の
)
統
率
者
″
と

い
う
意
味
の
エ
ミ
シ
は
'
″人
″
を
意
味
す
る
と
言
わ
れ
て
い
る
ア
イ
ヌ
語
エ
ン

チ
ゥ
を
起
源
と
し
な
い
だ
ろ
う
｡

と
い
う
結
論
に
な
る
｡
呼
称
エ
ミ
シ
の
起
源
に
つ
い
て
は
､
第
五
回
で
改
め
て
詳
し

-
ふ
れ
た
い
と
思
う
の
で
､
今
回
は
こ
こ
ま
で
と
し
て
お
き
た
い
｡

問
題
と
し
て
残
し
た
点
も
少
な
-
な
い
｡
例
え
ば
､
こ
の
歌
が
ど
の
-
ら
い
ま
で

潮
り
得
る
か
と
い
う
こ
と
や
､
こ
の
歌
が
大
伴
氏
固
有
の
も
の
か
否
か
な
ど
も
末
検

(28
)

討
で
あ
る
｡
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
､
今
後
さ
ら
に
検
討
し
て
い
-
こ
と
に
し
た
い
｡

註(-
)
荒
木
陽

一
郎

｢蝦
夷
の
呼
称

･
表
記
を
め
ぐ
る
諸
問
題

第

一
回

研
究
史

と
課
題
｣
(『弘
前
大
学
国
史
研
究
』
第
八
十
七
号
､

一
九
八
九
-

一
〇
)

荒
木
陽

一
郎

｢蝦
夷
の
呼
称

･
表
記
を
め
ぐ
る
諸
問
題

第
二
回

｢夷
｣

表
記
の
意
味
の
変
化
に
つ
い
て
-
ヒ
ナ
と
エ
ミ
シ
ー
｣
(『弘
前
大
学
国
史
研
究
』

第
八
十
八
号
､

一
九
九
〇
-
≡
)

荒
木
陽

一
郎

｢蝦
夷
の
呼
称

･
表
記
を
め
ぐ
る
諸
問
題

第
三
回

十
世
紀

以
降
の

｢蝦
夷
｣
表
記
と

｢倖
囚
｣
表
記
に
つ
い
て
｣
(『弘
前
大
学
国
史
研
究
』

第
八
十
九
号
､

一
九
九
〇
-

一
〇
)

(2
)
高
橋
崇

｢古
代
東
北

･
エ
JJJ
シ
を
知
る
基
礎
知
識
｣
(『歴
史
読
本
』
三
七
-

一
七
､

一
九
九
二
-
九
)
を
参
考
に
し
た
｡

(3
)
高
橋
富
雄

『古
代
蝦
夷
を
考
え
る
』
(吉
川
弘
文
館
'

一
九
九

一
-

一
二
)

(4
)
土
橋
寛

『古
代
歌
謡
全
注
釈

日
本
書
紀
編
』
(角
川
書
店
'
一
九
七
六
-

八
)

(5
)
高
橋
富
雄

『蝦
夷
』
(吉
川
弘
文
館
､

一
九
六
三
-

一
〇
)

九
七
七
-
二
)

高
橋
富
雄

｢大
化
前
代
の
蝦
夷
記
事
｣
(『古
代
文
化
』
三
八
-
二
､

一
九

八

六
-
二

)

｡
以
後
､
高
橋
氏
の
説
は
こ
の
二
論
文
に
よ
る
｡

(7
)
土
橋
寛

『古
代
歌
謡
論
』
(三

1
書
房
､

一
九
六
〇
-

1
一
)

(8
)
坂
本
太
郎

｢日
本
書
紀
と
蝦
夷
｣
(古
代
史
談
話
合
編

『蝦
夷
』
､
朝
倉
書
店
､

1
九
五
六
丁
五
所
収
､
そ
の
後
､
同

『日
本
古
代
史
の
基
礎
的
研
究

上
文
献

篇
』､
東
京
大
学
出
版
会
､

一
九
六
四
-
五
に
収
録
)

(9
)
黛
弘
道

｢海
人
族
と
神
武
東
征
物
語
｣
(同

『律
令
国
家
成
立
史
の
研
究
』
､

吉
川
弘
文
館
､

一
九
八
二
-

二

一所
収
)

(10
)
『古
事
記
』
上
巻
､
天
孫
降
臨
条
､
神
武
天
皇
東
征
条

(11
)
『日
本
書
紀
』
天
孫
降
臨
条

(
一
書
)､
神
武
天
皇
東
征
条
｡
ほ
か
､
『古
語
拾

遺
』
『旧
事
記
』
『新
撰
姓
氏
録
』
な
ど
は
､
こ
の
立
場
を
と
る
｡

(12
)
大
伴
と
ク
メ
に
関
す
る

『記
紀
』
間
の
伝
承
の
相
違
の
根
拠
と
し
て
は
､
こ

れ
ま
で
次
の
よ
う
な
説
が
出
さ
れ
て
い
る
｡

A

『記
』
の
伝
承
を
古
い
と
す
る
｡

-
大
伴
直
と
来
日
直
と
は
も
と
対
等
の
氏
族
で
あ
っ
た
が
､
の
ち
に
来
日

氏
の
勢
力
が
衰
え
た
た
め
大
伴
氏
の
郡
民
に
編
入
さ
れ

『紀
』
の
所
伝

が
生
じ
た
｡
(本
居
宣
長

･
喜
田
貞
吉

･
小
野
武
夫

･
土
橋
寛
ら
)

B

『紀
』
の
方
を
古
い
と
す
る
｡

a
-
大
伴
氏
が
来
日
氏

･
来
日
部
を
支
配
す
る
､
と
い
う

『紀
』
の
所
伝
の

方
が
古
い
形
｡
の
ち
に
大
伴
氏
の
支
配
下
に
あ
っ
た
来
日
氏
が
､
大
伴

氏
と
対
等
で
あ
る
と
主
張
し
う
る
よ
う
に
な
り
､
『記
』
の
説
は
来
日
氏
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に
関
係
あ
る
も
の
が
作
り
か
え
た
か
､
単
独
に
来
日
氏
の
側
か
ら
加
え

ら
れ
た
｡
(平
田
篤
胤

･
津
田
左
右
吉
ら
)

b
-
来
日
画
が
来
日
部
を
率
い
て
朝
廷
に
上
番
し
､
大
伴
連
の
支
配
下
に
入

る
｡
そ
の
点
で
来
日
部
は
大
伴
連
の
指
揮
下
に
入
る
.
1

『紀
』
の
伝

承
で
あ
る
｡
し
か
し
大
伴
連
と
来
日
画
と
の
間
に
は
､
制
度
的
に
上
下

の
関
係
が
固
定
し
て
成
立
し
て
い
る
の
で
は
な
い
｡
大
伴
氏
の
全
盛
に

は
上
下
関
係
が
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
が
､
大
伴
氏
の
勢
力
の
衰
え
た
六
世

紀
前
半
以
後
約

一
世
紀
の
間
は
､
こ
の
関
係
が
厳
密
に
維
持
さ
れ
た
と

は
言
え
ず
､
少
な
く
と
も
来
日
画
の
側
か
ら
は
､
大
伴
氏
と
の
対
等
関

係
が
主
張
さ
れ
た
｡
1

『記
』
の
伝
承
で
あ
る
｡
(直
木
孝
次
郎
)

C
両
者
の
折
衷
説

a
-

『記
』
の
天
津
久
米
命

(久
米
直
の
祖
)
は

『紀
』
の
天
根
津
大
来
日

(来
日
部
の
祖
)
と
同
神
で
'
来
日
部
の
兵
を
率
い
､
大
伴
連
の
祖
天

忍
日
命
の
部
下
の
隊
長
と
な
っ
た
と
解
す
る
｡
部
下
で
あ
る
か
ら
上
下

の
関
係
に
な
る
が
､
天
忍
日
命
と
天
津
久
米
命
は
大
将
と
稗
将
(副
将
)

の
関
係
で
も
あ
る
の
で
'
『記
』
で
は
二
人
を
並
べ
て
記
し
た
｡
(飯
田

武
郷
)

b
-
大
伴
氏
と
来
日
氏
は
も
と
同

一
の
氏
族

(高
橋
富
雄
)

A
～
C
の
説
は
'
な
ぜ

『記
紀
』
間
の
伝
承
に
相
違
が
あ
る
の
か
､
と

い
う
点

の
根
拠
を
大
伴
連
と
久
米
連

･
久
米
部
の
勢
力
関
係

･
支
配
関
係
に
帰
国
さ
せ

て
い
る
点
で
共
通
し
て
お
り
､
議
論
の
焦
点
は
､
も
っ
ぱ
ら
そ
の
点
に
あ
る
｡

(以
上
'
直
木
孝
次
郎

｢大
伴
連
と
来
日
直

･
来
日
部
の
関
係
｣
-
大
阪
市
立

大
学
文
学
部

『人
文
研
究
』

二
二
-
七
､

一
九
六
二
-
八
､
後
に

｢大
伴
連
と

来
日
直
･来
日
部
｣
の
題
で
､
同

『日
本
古
代
の
氏
族
と
天
皇
』
､
塙
書
房
､

一

九
六
四
-

二

一に
収
録
-
を
参
考
に
し
た
｡
)

(13
)
溝
口
睦
子

『古
代
氏
族
の
系
譜
』
(吉
川
弘
文
館
､

一
九
八
七
-

一
二
)

(14
)
溝
口
睦
子

『古
代
氏
族
の
系
譜
』
(前
掲
註
13
)

(15
)
上
田
正
昭

｢戦
闘
歌
舞
の
伝
統
-

久
米
歌
と
久
米
舞
と
を
め
ぐ
っ
て
-
｣
(芸

能
史
研
究
会

『肇
能
史
研
究
』
三
､

一
九
六
三
-

一
〇
)

(16
)
佐
々
木
高
明

｢古
代
の
山
民
-
そ
の
残
存
と
衰
滅
-
｣
(同

『縄
文
文
化
と
日

本
人
-
日
本
基
層
文
化
の
形
成
と
継
承
-
』
第
五
章
-
四
､
小
学
館
､

一
九
八

六
-
≡
)

(17
)
野
本
寛

一
｢焼
畑
文
化
の
形
成
｣
(大
林
太
良
編

『日
本
の
古
代
10

山
人
の

生
業
』
､
中
央
公
論
社
､

一
九
八
七
-
六
所
収
)

(18
)
(

)
内
の
歌
謡
の
訳
は
､
上
田
正
昭
論
文

(前
掲
註
15
)
に
従

っ
た
｡

(19
)
土
橋
寛

『古
代
歌
謡
全
注
釈

日
本
書
紀
編
』

(

前
掲
註
4
)､
高
橋
富
雄
｢神

武
歌
謡
の
一
考
察
｣
(前
掲
註
6
)

(20
)
ウ
ダ
は
現
在
の
奈
良
県
宇
陀
郡
｡
イ
ナ
サ
ノ
ヤ
マ
の
正
確
な
位
置
は
不
明
だ

が
､
ヤ
マ
-
山
で
あ
る
こ
と
に
は
ま
ち
が
い
な
か
ろ
う
｡
『大
和
志
』

に
｢
一
名

山
路
山
､
在
宇
陀
郡
山
路
村

(今
奈
良
県
宇
陀
郡
榛
原
村
山
路
)
上
方
｣
と
い

っ
た
説
を
引
き
な
が
ら
､
疑
わ
し
い
と
し
､
自
説
と
し
て
は
､
墨
坂
の
も
と
の

名
で
あ
ろ
う
と
言
う
｡
(岩
波
日
本
古
典
文
学
大
系
『日
本
書
紀
』

頭
注
に
よ
る
)

(21
)
竹
内
理
三
編

『寧
楽
遺
文
』
下
巻

(東
京
堂
出
版
､

一
九
六
二
-

一
一
)
所

収

(22
)
児
島
恭
子

｢
エ
ミ
シ
､
エ
ゾ
､
｢毛
人
｣
｢蝦
夷
｣
の
意
味
-
蝦
夷
論
序
章
-
｣

(竹
内
理
三
先
生
喜
寿
記
念
論
文
集
刊
行
会
編

『竹
内
理
三
先
生
喜
寿
記
念
論
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文
集

･
上
巻

･
律
令
制
と
古
代
社
会
』
､
東
京
堂
出
版
､

一
九
八
四
-
九
所
収
)

(23
)
佐
伯
有
清

｢校
訂
新
撰
姓
氏
録
｣
(同

『新
撰
姓
氏
録
の
研
究
』
本
文
第
､
吉

川
弘
文
館
､

一
九
六
二
-
七
)

(24
)
『日
本
書
紀
』
景
行
天
皇
五
十

一
年
八
月
己
酉
朔
壬
子
条

(25
)
佐
伯
有
清

『新
撰
姓
氏
録
の
研
究
』
研
究
篇

(吉
川
弘
文
館
､

1
九
六
三
-

四
)

(26
)
直
木
孝
次
郎

｢大
伴
連
と
来
日
直

･
来
日
部
の
関
係
｣
(前
掲
註
12
)

(27
)
山
田
秀
三

｢南
の
ア
イ
ヌ
語
地
名

?
-
福
島
県
､
関
東
北
辺
の
散
策
記
-
｣

(『北
奥
古
代
文
化
』

一
七
､

一
九
八
六
-

一
一
)
な
ど
を
見
て
も
､
福
島
県
'

関
東
北
辺
以
南
で
ア
イ
ヌ
語
地
名
が
確
認
し
う
ら
い
こ
と
が
わ
か
る
｡

(28
)
｢
ひ
た
り

も
も
な
ひ
と
｣
だ
が
､
『後
漢
書
』
光
武
紀
に

｢諸
将
既
経
累
捷
'

胆
気
益
杜
､
無
不

一
当
百
｣
と
あ
る
｡
こ
う
し
た
と
こ
ろ
に
系
譜
を
求
め
ら
れ

る
か
も
し
れ
な
い
｡
ま
た
､
『藤
原
保
則
伝
』
の
中
で
､
元
慶
の
乱
で
の
蝦
夷
の

反
乱
に
対
し
､
三
善
清
行
は

｢賊
徒
数
万
､
窮
遣
死
戦
､

一
以
当
百
'
難
与
争

鋒
｣
と
し
て
い
る
｡
こ
れ
は
､
『三
代
実
録
』
に
は
な
-
､
清
行
の
オ
リ
ジ
ナ
ル

で
あ
り
､
清
行
が

『紀
』
の

｢愛
瀦
詩
-
-
｣
に
範
を
求
め
た
可
能
性
も
あ
ろ

う
｡
仮
に
そ
う
だ
と
し
た
ら
､
九
世
紀
末

～
十
世
紀
に
か
け
て
の
時
期
は
､
呼

称
エ
ミ
シ
が
東
北
地
方
の
人
々
を
表
す
語
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な

る
｡
た
だ
､
あ
-
ま
で
推
測
の
域
で
あ
る
｡

(あ
ら
き

･
よ
う
い
ち
ろ
う

武
相
学
園
教
諭
)
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付
記本

稿
は
､

7
九
八
八
年

1
月
に
学
習
院
大
学
大
学
院
に
提
出
し
た
修
士
論
文
の
第

二
章
第

一
節
に
加
筆

･
修
正
を
加
え
た
も
の
で
す
｡




